
川崎市消防音楽隊カラーガード隊員取扱要綱 

(目的) 

第１条 この要綱は、川崎市消防音楽隊におけるカラーガード隊業務の円滑な運営

を確保するため、川崎市消防音楽隊カラーガード隊員(以下「カラーガード隊

員」という。)の職、任用及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

(定義) 

第２条 この要綱において、カラーガード隊員とは、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第３条第３項第３号に規定されている非常勤職員をいう。 

(業務内容) 

第３条 カラーガード隊員は、次の業務を行うものとする。 

（１）川崎市の諸行事においてのドリル演技、演奏活動等の業務 

（２）ドリル演技、演奏活動等に必要な技術の修得及び体力の保持 

（３）ドリル演技の創作、構成等の業務 

（４）その他消防局長が必要と認める業務 

(任用数) 

第４条 カラーガード隊員の任用数は、消防局長が別に定める。 

(任用) 

第５条 カラーガード隊員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の

上、消防局長が任命する。 

（１）任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。 

（２）健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。 

２ カラーガード隊員の任用期間は、原則として１年以内とする。 

第５条の２ 前条第１項の選考に当たっては公募を行うこととする。ただし、消防

局長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

(任用の更新) 



第６条 消防局長は、任用期間内の勤務成績が良好であるカラーガード隊員につ

いて、その任用期間を５回に限り更新することができる。この場合において、更

新回数が上限に達したカラーガード隊員を、第５条第１項の規定による選考を経

た上で再度の任用をすることを妨げるものではない。 

２ 消防局長が特に必要であると認めたときは、前項前段の規定にかかわらず任用

期間を満了したカラーガード隊員の任用期間を更新することができる。  

(任用条件の明示) 

第７条 カラーガード隊員の任用に際しては、その者に対して任用期間、報酬及び

勤務時間その他の任用条件を明示しなければならない。 

 (退職) 

第８条 カラーガード隊員は次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもっ

て退職する。 

（１）任用期間が満了した日 

（２）退職を願い出て承認があった日 

（３）死亡したとき。 

(解職) 

第９条 カラーガード隊員は次の各号のいずれかに該当するときは、消防局長は、

その職を解くことができる。 

（１）勤務成績が良くないとき。 

（２）心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

（３）その他その職に必要な適格性を欠くとき。 

(服務) 

第１０条 音楽隊長は、カラーガード隊員について、その勤務状況を出勤簿、出張

命令簿及び時間外等勤務命令簿により把握するとともに、その職について必要な

服務規律が守られるよう指揮監督しなければならない。 

２ 音楽隊長は、カラーガード隊員が服務規律に違反した場合及び心身の故障のた



めその業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合その他その職に必

要な適格性を欠く場合は、直ちに人事課長に報告するとともに、適切な措置を行

うものとする。 

 (勤務日、勤務時間等) 

第１１条 カラーガード隊員の勤務日は、原則として、１週間について５日とし、

勤務時間は、１日について休憩時間を除き５時間４５分以内、１週間当たりの勤

務時間は２８時間４５分とし、その割振りは別に定めるものとする。 

２ カラーガード隊員の休憩時間は、所定の勤務時間の途中に原則として１時間置

くものとし、その割振りは別に定めるものとする。 

 (休日) 

第１２条 カラーガード隊員の休日は、１週間について１日以上又は４週間を通じ

て４日以上の休日を与えるものとし、当該休日は別に定めるものとする。 

（休日の振替） 

第１２条の２ 人事課長は、カラーガード隊員に休日において特に勤務すること

を命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日と

する４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする

８週間後の日までの期間内にある勤務日を休日に変更して、当該勤務日に割り

振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることが

できる。 

（時間外勤務） 

第１２条の３ 人事課長は、カラーガード隊員に正規の勤務時間を超えて勤務す

ることを命じ、又は休日に勤務することを命ずることはできない。ただし、公

務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、カラーガード隊員に正規の

勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休日に勤務することを命じなけれ

ば公務の運営に著しい支障が生ずるために業務上やむを得ないと認められると

きは、この限りでない。 



(年次有給休暇) 

第１３条 カラーガード隊員に対して、別表第１に掲げる区分に応じた年次有給休

暇を原則として１日を単位に付与することができる。ただし、４月１日から翌年

３月３１日までの期間（以下「会計年度」という。）の中途で任用されたカラー

ガード隊員については、その会計年度内における任用期間に応じて別表第２に規

定する日数を付与することができる。 

２ 第６条の規定に基づき、任用期間の更新又は再度の任用をされた場合において、

前年度(直近１年度に限る。)に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなか

った日数がある場合は、当該年度に限り繰り越すことができる。 

(特別休暇) 

第１４条 カラーガード隊員に対して、年次有給休暇のほか、次の各号のいずれか

に該当する場合に特別休暇を付与することができる。 

（１）地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが

著しく困難である場合 

（２）地震、水害、火災その他の災害によるカラーガード隊員の現住居の滅失又は

損壊 

（３）地震、水害、火災その他の災害時において退勤途上における事故発生防止の

ための措置 

（４）裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会

その他の官公署への出頭 

（５）選挙権その他公民としての権利の行使 

（６）カラーガード隊員の結婚

（７）忌引 

（８）骨髄又は末梢
しょう

血幹細胞の提供 

（９）夏季における健康保持 

（１０）負傷又は疾病（予防接種による著しい発熱等の場合を含む。） 



（１１）カラーガード隊員の出産 

（１２）カラーガード隊員の生理 

（１３）カラーガード隊員の育児 

（１４）子の看護 

（１５）短期の介護 

（１６）カラーガード隊員の介護 

（１７）カラーガード隊員の介護時間 

（１８）妊産婦であるカラーガード隊員が、母子保健法（昭和４０年法律第１４１

号）第１０条に規定する保健指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受け

る場合 

（１９）妊娠中のカラーガード隊員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母

体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 

（２０）妊娠中のカラーガード隊員が、当該カラーガード隊員の業務が母体又は胎

児の健康保持に影響があると認められる場合 

２ 前項第１号から第１０号までの特別休暇は、有給とする。 

３ 第１項第１１号から第２０号までの特別休暇は、無給とする。 

４ 第１項第１号から第５号まで、第７号、第８号及び第１１号から第１３号まで

の特別休暇の期間等は、正規職員の例による。ただし、同項第１２号の特別休暇

の期間については、カラーガード隊員が請求した期間とする。 

５ 第１項第１８号から第２０号までの特別休暇の期間等は、正規職員の職務に専

念する義務の免除の例による。 

６ 第１項第６号の特別休暇は、カラーガード隊員が結婚する場合で、結婚式、旅

行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であ

ると認められるとき、結婚の日の５日前の日から当該結婚の日後１月を経過する

日までの期間内における連続する５日の範囲内の期間で付与することができるも

のとする。 



７ 第１項第９号の特別休暇は、７月１日から９月３０日までの間において次の日

数を付与するものとし、その他の要件については正規職員の例による。 

１週間の勤務日数 
付 与 日 数 

７月以前任用 ８月任用 ９月任用 

５日以上 ５日 ３日 ２日 

４日 ４日 ３日 ２日 

３日 ３日 ２日 １日 

８ 第１項第１０号の特別休暇は、ひとつの任用期間において、次の日数を上限と

して付与できるものとし、その他の要件については正規職員の例による。 

１週間の

勤務日数

任用期間（1箇月に満たない日数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。）ごとの上限日数 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月
６箇月を超

える期間 

５日以上 １日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 １０日 

４日 １日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ７日 

３日 ― １日 １日 ２日 ２日 ３日 ５日 

２日 ― ― １日 １日 １日 ２日 ３日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

９ 第１項第１４号の特別休暇は、ひとつの任用期間において、次の各号に掲げる

日数を上限として付与できるものとし、その他の要件については正規職員の例に

よる。 

（１）養育する９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子（配偶者

の子を含む。）が１人の場合 

１週間の

勤務日数

任用期間（1箇月に満たない日数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。）ごとの上限日数 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月
６箇月を超

える期間 

５日以上 １日 １日 １日 ２日 ３日 ４日 ７日 



４日 １日 １日 １日 １日 ２日 ２日 ５日 

３日 ― １日 １日 １日 １日 ２日 ４日 

２日 ― ― １日 １日 １日 １日 ２日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

（２）養育する９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子（配偶者

の子を含む。）が２人以上の場合 

１週間の

勤務日数

任用期間（1箇月に満たない日数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。）ごとの上限日数 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月
６箇月を超

える期間 

５日以上 １日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 １０日 

４日 １日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ７日 

３日 ― １日 １日 ２日 ２日 ３日 ５日 

２日 ― ― １日 １日 １日 ２日 ３日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

１０ 第１項第１５号の特別休暇は、ひとつの任用期間において、次の各号に掲げ

る日数を上限として付与できるものとし、その他の要件については正規職員の例

による。 

（１）要介護者が１人の場合 

１週間の

勤務日数

任用期間（1箇月に満たない日数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。）ごとの上限日数 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月
６箇月を超

える期間 

５日以上 １日 １日 １日 ２日 ２日 ３日 ５日 

４日 １日 １日 １日 １日 ２日 ２日 ４日 

３日 ― １日 １日 １日 １日 ２日 ３日 

２日 ― ― １日 １日 １日 １日 ２日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 



（２）要介護者が２人以上の場合 

１週間の

勤務日数

任用期間（1箇月に満たない日数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。）ごとの上限日数 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月
６箇月を超

える期間 

５日以上 １日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 １０日 

４日 １日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ７日 

３日 ― １日 １日 ２日 ２日 ３日 ５日 

２日 ― ― １日 １日 １日 ２日 ３日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

１１ 第１項第１６号の特別休暇は、要介護者の介護をするカラーガード隊員であ

って、当該介護をするため、当該要介護者の各々が介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して９３日を超えない範囲内で指定す

る期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことを申し出る時点

において次のいずれにも該当するものに対して、指定期間内において必要と認め

られる期間で付与することができるものとし、その他の要件は別に定めるものの

ほか、正規職員の例による。 

（１）任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在職した期

間が１年以上であるもの 

（２）要介護者各々に係る一の要介護期間において初めてこの号の休暇を使用しよ

うとする日から起算して９３日を経過する日を超えて特定職に引き続き在職す

ることが見込まれるもの（当該日から６月を経過する日までの間に、その任期

が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用され

ないことが明らかであるものを除く。） 

（３）１週間の勤務日が３日以上とされているカラーガード隊員又は週以外の期間

によって勤務日が定められているカラーガード隊員で１年間の勤務日が１２１

日以上であるもの 



１２ 第１項第１７号の特別休暇は、要介護者の介護をするカラーガード隊員であ

って、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する３年の期間（当該

要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間

の一部につき勤務しないことの承認を初めて請求する時点において次のいずれ

にも該当するものに対して、当該連続する３年の期間内において１日につき２

時間（当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５

分を減じた時間が２時間を下回る場合は、当該減じた時間）を超えない範囲内

で必要と認められる期間で付与することができるものとし、その他の要件は別

に定めるもののほか、正規職員の例による。 

（１）特定職に引き続き在職した期間が１年以上であるもの 

（２）１週間の勤務日が３日以上とされているカラーガード隊員又は週以外の期間

によって勤務日が定められているカラーガード隊員で１年間の勤務日が１２１

日以上であるものであり、かつ、１日につき定められた勤務時間が６時間１５

分以上である勤務日があるもの 

１３ 前１２項の規定にかかわらず、その他特別な事由により勤務しないことが相

当であると認められる場合は、特別休暇を付与することができる。 

１４ 前項の特別休暇の取扱いは、消防局長が別に定める。 

第１５条 カラーガード隊員は、消防局長の承認を受けて、当該カラーガード隊員

の子を養育するため、育児休業をすることができるものとし、その他の要件につ

いては川崎市職員の育児休業等に関する条例（平成４年川崎市条例第２号）にお

ける非常勤職員の例による。 

（育児休業） 

第１５条 カラーガード隊員は、消防局長の承認を受けて、当該カラーガード隊員

の子を養育するため、育児休業をすることができるものとし、その他の要件につ

いては川崎市職員の育児休業等に関する条例（平成４年川崎市条例第２号）にお

ける非常勤職員の例による。 



（部分休業） 

第１６条 消防局長は、カラーガード隊員が請求した場合において、公務の運営に

支障がないと認めるときは、当該カラーガード隊員がその子を養育するため１日

の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）について勤務しな

いことを承認することができるものとし、その他の要件については川崎市職員の

育児休業等に関する条例における非常勤職員の例による。 

(報酬) 

第１７条 カラーガード隊員には、第１種報酬、第２種報酬及び第３種報酬を支給

する。 

２ 第１種報酬の額は、月額２２５，４００円とする。 

３ 第２種報酬の額は、カラーガード隊員の通勤の事情等に応じ消防局長が別に定

めるもののほか、正規職員の例による。 

４ 第３種報酬の額は、次条に定めるところによる。 

５ 第１種報酬、第２種報酬及び第３種報酬の合計額は、川崎市報酬及び費用弁償

額並びにその支給条例(昭和２２年川崎市条例第１２号。以下「条例」とい

う。)第１条第３項に定める報酬額の限度額を超えないものとする。 

６ 前各項に規定する第１種報酬、第２種報酬及び第３種報酬の支給方法は、消防

局長が別に定めるもののほか、正規職員の例による。 

（時間外勤務に対する第３種報酬） 

第１７条の２ 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられたカラーガード隊

員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第

２０条各項に定める勤務１時間当たりの第１種報酬額に正規の勤務時間以外に

した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合（その勤務時

間が、午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、その割合に１０

０分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務に対する第３種報酬

として支給する。 



（１）正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 １００分の１２５（正規

の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のう

ち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、

７時間４５分に達するまでの間の勤務は、１００分の１００） 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務 １００分の１３５ 

２ 前項に規定するもののほか、第１２条の２の規定により、あらかじめ第１１

条の規定により割り振られた１週間の勤務時間（以下「割振り変更前の勤務時

間」という。）を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間と割

振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間とを合計した１週間における勤

務時間が３８時間４５分を超えたカラーガード隊員には、その３８時間４５分

を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第２０条各項に定める

勤務１時間当たりの第１種報酬額に１００分の２５を乗じて得た額を時間外勤

務に対する第３種報酬として支給する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、

正規の勤務時間外にした勤務の時間（正規の勤務時間が割り振られた日におい

ては、正規の勤務時間との合計が１日において７時間４５分を超えてした勤務

の時間に限る。）と第１２条の２の規定により、割振り変更前の勤務時間を超え

て勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間

（割振り変更前の勤務時間との合計が１週間において３８時間４５分を超えて

した勤務の時間に限る。以下この項において同じ。）との合計が１箇月について

６０時間を超えたカラーガード隊員には、その６０時間を超えて勤務した全時

間のうち、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外

にした勤務の時間に対して勤務１時間につき、第２０条各項に定める勤務１時

間当たりの第１種報酬額に１００分の１５０（その勤務時間が、午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）を乗じて得た額

を、第１２条の２の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務するこ



とを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間に対して勤務

１時間につき、第２０条各項に定める勤務１時間当たりの第１種報酬額に１０

０分の５０を乗じて得た額を時間外勤務に対する第３種報酬として支給する。 

（第３種報酬の勤務時間数） 

第１７条の３ 第３種報酬の基礎となる勤務時間数は、支給割合を異にする部分

ごとに各別に計算したその月の時間外勤務の時間数によって計算するものとし、

この場合において１時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が３０

分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てるものとする。 

(月の中途における採用又は退職等の場合の第１種報酬) 

第１８条 カラーガード隊員が、月の中途において任用された場合の当該月の第１

種報酬の額は、当該月の初日から任用日の前日までの間の本来勤務すべき日数に

１日の勤務時間数を乗じて得た勤務時間数に第２０条第１項に定める勤務１時間

当たりの第１種報酬額を乗じて得た額を前条第１項の第１種報酬月額から減額す

る。カラーガード隊員が月の中途において退職した場合の当該月の第１種報酬の

額は、退職日の翌日から当該月の末日までの間の本来勤務すべき日数の１日の勤

務時間数を乗じて得た勤務時間数に第２０条第１項に定める勤務１時間当たりの

第１種報酬額を乗じて得た額を前条第１項の第１種報酬月額から減額する。ただ

し、死亡退職の場合は、全額支給するものとする。 

(第１種報酬の減額) 

第１９条 カラーガード隊員が、勤務日に勤務しないときは、有給の休暇を取得し

ている期間を除き、その勤務しない１時間につき、次条第１項に定める勤務１時

間当たりの第１種報酬額を減額して、第１種報酬を支給する。 

２ 前項の場合において、勤務しない時間数に３０分未満の端数を生じたときは、

これを切り捨て、３０分以上１時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げ

るものとする。 

(勤務１時間当たりの第１種報酬額) 



第２０条 カラーガード隊員の勤務１時間当たりの第１種報酬額は、第１種報酬月

額に１２を乗じて得た額をその者の１週間の勤務時間数に５２を乗じて得た数で

除して得た額とする。 

２ 前項の場合において、第１種報酬額に５０銭未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるもの

とする。 

(費用弁償) 

第２１条 カラーガード隊員がその職務のため出張するときは、条例第５条第２項

及び第３項の規定に基づき、川崎市旅費支給条例(昭和２２年川崎市条例第２１

号)別表の４等級に相当する旅費又は川崎市職員の市内出張旅費に関する規則

(昭和３７年川崎市規則第５０号)の規定による旅費を費用弁償として支給する。 

２ 前項の費用弁償の支給方法は、正規職員の例による。 

(公務災害等の補償) 

第２２条 カラーガード隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、

川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和４２

年川崎市条例第３５号)の定めるところによる。 

２ カラーガード隊員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、勤務日に勤務し

ない場合、当該期間に対する第１種報酬及び第２種報酬は支給しない。 

(社会保険の適用) 

第２３条 カラーガード隊員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正１

１年法律第７０号)、厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号)、雇用保険法

(昭和４９年法律第１１６号)及び介護保険法(平成９年法律第１２３号)に定め

るところによる。 

(健康診断) 

第２４条 カラーガード隊員には、正規職員に準じて健康診断を実施する。  

(被服等) 



第２５条 カラーガード隊員の被服等は、消防局長が別に定める。 

  (定めのない事項) 

第２６条 この要綱に定めのない事項については、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）その他関係法令の定めるところによる。 

 (委任) 

第２７条 この要綱の施行について必要な事項は、その都度消防局長が定める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は、平成１２年７月１日から施行する。 

 (関係通知の廃止) 

２ 川崎市消防音楽隊女子カラーガード隊員就業要綱及び同要綱の細部運用につい

て（平成３年３月１８日２川消人第１２８０号）は廃止する。 

 (経過措置) 

３ 第６条第２項の規定は、平成１２年４月１日以後に任用した者について適用す

る。 

附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成１５年１月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の川崎市消防音楽隊カラーガード隊員取扱要綱（以下「改正後の要綱」

という。）の施行の日から平成１５年３月３１日までの間に与えることができる

年次休暇の日数のうち、その年に与えられなかった日数があるときは、改正後の

要綱第１２条第４項の規定にかかわらず、平成１６年３月３１日までに与えるこ

とができるものとする。 



３ 改正前の川崎市消防音楽隊カラーガード隊員取扱要綱第１２条の規定により与

えられた年次休暇の繰越については、改正後の要綱第１２条第６項の規定にかか

わらず、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年５月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年６月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に使用された改正前の要綱の規定による子の看護を事由

とする特別休暇の取扱いについては、改正後の要綱の規定による子の看護を事由

とする特別休暇として使用したものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則  

（施行期日） 



１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日以前の第１４条第１項第１５号の休暇（以下「改正前休暇

」という。）を使用したことがあるカラーガード隊員の当該改正前休暇と要介護

者を同じくする改正要綱による改正後の同号の休暇に係る指定期間については、

２回（施行日が当該改正前休暇に係る改正要綱による改正前の同号の規定の例に

よる連続する９３日の期間内にある場合であって、施行日以後の当該期間内の日

を末日とする指定期間を指定するときは、３回）を超えず、９３日から、施行日

前において当該要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、初めて改

正前休暇の承認を受けた期間の初日から最後に当該承認を受けた期間の末日まで

の日数を合算した日数を差し引いた日数を超えない範囲内で指定するものとする。 

   附 則 

 （施行期日）

１ この要綱は、平成３０年１月９日から施行する。ただし、改正後の要綱第５

条の２及び第６条の規定は、同年４月１日以降を任用の期間とする任用から適

用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に改正前の要綱第５条第１項の規定により選考されたカ

ラーガード隊員については、改正後の要綱第５条の２の規定による公募を行って

選考されたものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

別表第１ 

勤務年数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目以降

付与日数 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 



別表第２ 

任用した月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

付与日数 １５日 １４日 １２日 １１日 １０日 ９日 ８日 ６日 ５日 ４日 ２日 １日


